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　 紙 幣 を 外 部 か ら 一 枚 ず つ 取 り 込 む 紙 幣 ユ ニ ッ ト に お い て 、
　 紙 幣 を 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト 内 に 取 り 込 む た め の 取 込 空 間 と 、 前 記 取 込 空 間 近 傍 に 位 置 し て
回 転 す る 規 制 部 材 と を 備 え 、 前 記 規 制 部 材 が 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト に 取 り 込 ま れ る 紙 幣 の 進 行
方 向 側 前 端 部 を 規 制 し て 、 前 記 紙 幣 の 後 端 を 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト の 内 部 面 に 揃 え る こ と を 特
徴 と す る 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 規 制 部 材 は 回 転 軸 を 持 ち 、 前 記 回 転 軸 を 中 心 に 回 転 を す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト 内 に 紙 幣 を 取 り 込 む 際 、 前 記 規 制 部 材 は 一 方 向 に 回 転 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト は 、 紙 幣 を 立 位 姿 勢 で 収 納 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 紙
幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 規 制 部 材 が 紙 幣 を 規 制 す る 際 、 前 記 規 制 部 材 は 停 止 し て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 取 込 空 間 に 紙 幣 を 取 り 込 む 際 、 前 記 規 制 部 材 は 間 欠 駆 動 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 取 込 空 間 に 紙 幣 を 取 り 込 む 際 に 、 既 に 取 り 込 ま れ て い る 紙 幣 と 前 記 取 込 空 間 の 間 に
介 在 す る 仕 切 部 材 を 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト が 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 紙
幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 取 込 空 間 に 取 り 込 ん だ 紙 幣 を 前 記 取 込 空 間 外 に 移 動 さ せ る 仕 切 部 材 を 前 記 紙 幣 ユ ニ
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ッ ト が 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 請 求 項 ７ 記 載 の 仕 切 部 材 と 請 求 項 ８ 記 載 の 仕 切 部 材 が 同 一 部 材 で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 規 制 部 材 と 、 請 求 項 ７ ま た は 請 求 項 ８ ま た は 請 求 項 ９ 記 載 の 仕 切 部 材 が 同 一 部 材 か
ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト の 外 部 に 紙 幣 を 放 出 す る 際 に は 、 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト の 内 部 に 紙 幣 を 取
り 込 む 際 に 比 べ 前 記 規 制 部 材 の 前 記 取 込 空 間 へ の 突 出 量 が 少 な く な る 様 に 、 前 記 規 制 部 材
が 移 動 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 紙 幣 を 外 部 か ら 一 枚 ず つ 取 り 込 む 紙 幣 ユ ニ ッ ト に お い て 、
　 紙 幣 を 前 記 紙 幣 ユ ニ ッ ト 内 に 取 り 込 む た め の 取 込 空 間 と 、 前 記 取 込 空 間 近 傍 に 位 置 し て
回 転 す る 規 制 部 材 と を 備 え 、 前 記 取 込 空 間 に 取 り 込 む 紙 幣 の 種 類 や 大 き さ に 対 応 し て 前 記
規 制 部 材 の 回 転 を 制 御 す る こ と で 前 記 紙 幣 の 進 行 を 規 制 し て 、 前 記 紙 幣 の 後 端 を 前 記 紙 幣
ユ ニ ッ ト の 内 部 面 に 揃 え る こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 前 記 内 部 面 か ら 前 記 規 制 手 段 ま で の 距 離 が 前 記 取 込 紙 幣 の 大 き さ に 合 わ せ て 変 化 す る 様
に 前 記 規 制 部 材 の 回 転 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 。
　 　
　 請 求 項 １ 乃 至 １ ３ の い ず れ か に 記 載 の 紙 幣 入 出 金 装 置 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 現 金 自
動 取 引 装 置 。
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